
 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

このたび、旭区と保土ケ谷・旭区仏教会は、令和７年７月30日付で「大規模災害時の寺

院施設の提供に関する協定」を締結しました。 

本協定は、令和４年６月に横浜市と横浜市仏教会で締結した協定に基づき、大規模災害

時に保土ケ谷・旭区仏教会に加盟する寺院のうち、協力が可能な寺院から施設提供の協力

をいただくことを目的とした協定です。 

 

 １ 協定の名称 

   「大規模地震等の災害時における寺院施設の提供に関する協定」 

  

２ 協定の概要 

   横浜市内に大規模地震や風水害等の災害が発生し、被災した区民の避難生活の場所

が不足する場合等に、保土ケ谷・旭区仏教会に加盟する旭区内の寺院施設を避難場所

等とするために必要な事項を定めた協定です。 

 

３ 協力の内容 

大規模災害時に、①避難所 ②駐車場 ③その他（発災時に必要と認められるも

の）について、ご協力いただける寺院施設の提供を受けます。 

※寺院施設の被災状況によっては施設の提供協力を受けられない場合があります。 

 

 ４ 協定締結者 

●保土ケ谷・旭区仏教会 会長 志村 齢彦  (しむら れいげん) 

  ●横浜市旭区      区長 権藤 由紀子 (ごんどう ゆきこ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

旭区総務課長 齋藤 修身 TEL 045-954-6003 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

令和７年８月１日 
旭 区 総 務 課 

旭区と保土ケ谷・旭区仏教会が 

大規模災害時の施設提供に関する協定を締結！！ 

【左】保土ケ谷・旭区仏教会 志村 齢彦
れいげん

会長 【右】旭区 権藤
ごんどう

区長 

旭区マスコットキャラクター 
あさひくん 


